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背景及び目的 

昨今は、データの価値が広く認識されつつあり、政府においてはデジタル社会

における国の豊かさや国際競争力の基盤として、民間企業においてはビジネス成

長に必要不可欠な要素として重視されている。また、膨大なデータを保有し、そ

れらを分析することで新たなサービスの創出や、自組織内でのオペレーションの

効率化等に利用することが当然のものとなっている。環境省でも、政府の環境保

全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱として定められた「第五次環境基本計

画」（平成 30年４月閣議決定）において、重点分野を含めた各種施策の基盤とな

る施策として、「ＥＢＰＭ推進のための環境情報の整備」、「利用者ニーズに応じた

情報の提供の推進」といった環境情報の整備・提供が盛り込まれた。 

その一方で国内においても、データが欠損したり、正確性が確保できないこと

でシステムトラブルを引き起こしたり、不正確な分析により誤った情報が流布し

世の中に混乱を招くなど、データの利活用が巡る深刻な問題も生じている。 

こうした状況の下、データの利活用戦略からデータ設計や開発、さらにデータ

運用、利用に至るまでの連続的、継続的なデータ品質と信頼性の向上及び維持活

動を行う「データマネジメント1」の重要性を踏まえ、デジタル・ガバメント実行

計画（令和２年 12月 25日閣議決定）において令和２年度末までに策定する旨を

定められたとおり、環境省として推進するデータマネジメントにおける基本的な

方針に基づく取組を総合的・体系的に具体化したものを「環境省データマネジメ

ントポリシー」として策定するものである。 

方針 

データマネジメントを実施するに当たり、環境省として目指すべき方向性を方

針として定める。 

1) データ・エコシステム2の実現  

環境省内及び企業・国民等においてデータの利活用を推進するとともに、ワン

スオンリー3、コネクテッド・ワンストップ4といったデータを活用した行政サービ

                         
1 データを新たなサービスの提供や組織の意思決定へ活用するため、データの生成

から複製・変更・活用・消去に至る全ライフサイクルを通じて品質と信頼性を維

持し、利便性を高めること。これらの活動は組織的な取組として、継続的に実施

することが求められる。 
2 環境に関するデータを民間含む外部の組織と連携することで、新たなビジネスモ

デルの創出を促すために形成された、データ利活用者の集まりを指す。様々な組

織が参加し、データの流通を活性化することで、環境に関するデータの利活用が

促進されることが期待される。 
3 行政へ一度提出した情報は、再度提出を不要とする考え方。 
4 民間サービスを含め、複数の手続・サービスがどこからでも又は 1か所で実現す



 

2 

 

ス改革を実現する。 

データ・エコシステムの実現に必要な要素として、次に掲げる方針を推進する

ものとする。 

ア 環境データ（環境情報）のオープンデータ5化 

平成 29年５月に 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活

用推進戦略会議において決定した「オープンデータ基本指針6」に基づき、「国民参

加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化」、「行政の高度化・効率

化」及び「透明性・信頼性の向上」を意義・目的とした、環境データ（環境情

報）のオープンデータ化を推進する。 

また、オープンデータ化の推進に当たっては、環境省の現在の立ち位置を理解

し、以下の到達点を目標に段階的にオープンデータ化を推進する。（踏むべき段階

についてはマチュリティモデル7を参照。） 

 

 規程整備（目標：Stage４） 

データの公開ルールやマニュアル等が定められ、省内全体で共有、遵

守、適宜見直しが行われている。 

 公開状況（目標：Stage３） 

データが積極的に公開されている。公開データの所在は把握できてお

り、公開の優先度も考慮されている。 

 公開形式（目標：Stage３） 

公開データの形式が把握されており、公開データの半分以上がＸＭ

Ｌ、ＣＳＶのようなオープンに利用できるフォーマットで公開されて

いる（5 つ星オープンデータ8のレベル３）。 

                         

るという考え方。 
5 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインター

ネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、次のいずれ

の項目にも該当する形で公開されたデータを指す。①営利目的、非営利目的を問

わず二次利用可能なルールが適用されたもの。②機械判読に適したもの。③無償

で利用できるもの。 
6 「オープンデータ基本指針」（平成 29年５月 30日）については別紙を参照。 
7 成熟度の段階を定義したもの。環境省のオープンデータ化のマチュリティモデル

では、オープンデータ化の成熟度を 5段階評価で表す。 
8 Tim Berners-Lee「5つ星オープンデータ」（https://5stardata.info/ja/） 

オープンデータの公開レベルをレベル１～レベル５までの５段階に評価・分類し

たもの。レベル１では、ＰＤＦ、ＪＰＧのようなオープンライセンスでのデータ

公開。レベル２では、ＸＬＳ、ＤＯＣのようなコンピュータで処理可能な形式で

のデータ公開。レベル３では、ＸＭＬ、ＣＳＶのようなオープンに利用できるフ

https://5stardata.info/ja/
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 外部活用促進／要望把握（目標：Stage３） 

オープンデータの外部活用が進んでいる。また、オープンデータ活用

に向けたプロセス（アイデアソン・ハッカソン等）が実行されてい

る。 

 人材育成／普及啓発活動（目標：Stage４） 

省内の職員全員がオープンデータに関する知識や省としての方針を理

解し、実践している。 

 

                         

ォーマットでのデータ公開。レベル４では、ＲＤＦのような Web 標準のフォーマ

ットでのデータ公開。レベル５では、Linked-ＲＤＦ等、他へのリンクを入れた

形式でのデータ（ＬＯＤ）公開を指す。 
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表 1 オープンデータ化のマチュリティモデル  

Stage 

 

観点 

Stage０ Stage１ Stage２ Stage３ Stage４ 

実施されていない 限定的に実施されてい

る 

定義されている 管理・推進されている 最適化されている 

規程整備 オープンデータ推進

の担当部署が定めら

れておらず、公開ル

ール（ガバナンス）

やマニュアル等（公

開プロセス等）も存

在しない。 

オープンデータ推進の

担当部署及び当該部署

内における最低限の公

開ルールやマニュアル

等が定められている。 

公開ルールやマニュ

アル等が定められて

おり、省内全体で共

有されている。 

公開ルールやマニュア

ル等の遵守状況を把握

できており、公開ルー

ルやマニュアル等が遵

守されている。 

公開ルールやマニュア

ル等が適宜見直されて

いる。 

公開状況 データが公開されて

いない。 

データが限定的に公開

されている。公開デー

タの所在は把握されて

おらず、公開の優先度

も考慮されていない。 

データが限定的に公

開されている。公開

データの所在は把握

できており、公開の

優先度は考慮されて

いる。 

データが積極的に公開

されている。公開デー

タの所在は把握できて

おり、公開の優先度も

考慮されている。 

公開可能なデータ全て

が公開されている。公

開データの所在は把握

できている。 

公開形式 公開データの形式が

把握されていない。 

公開データの形式が把

握されていない。利用

しやすい形式を考慮し

たデータ公開が限定的

となっている 

公開データの形式が

把握されており、公

開データの半分以上

が「5 つ星オープンデ

ータ」のレベル２以

上の形式に対応して

いる。 

公開データの形式が把

握されており、公開デ

ータの半分以上が「5

つ星オープンデータ」

のレベル３以上の形式

に対応している。 

公開データの形式が把

握されており、公開デ

ータの半分以上が「5

つ星オープンデータ」

のレベル４以上の形式

に対応している。 
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Stage 

 

観点 

Stage０ Stage１ Stage２ Stage３ Stage４ 

実施されていない 限定的に実施されてい

る 

定義されている 管理・推進されている 最適化されている 

外部活用促

進／要望把

握 

利用者へのサポート

が 用 意 さ れ て い な

い。 

個々の要望に応える形

でサポートを行ってい

る。 

利用者のフィードバ

ックを集めたり、デ

ータセット（必要な

メタデータ9情報等）

について議論したり

する場が設定されて

いる。 

・オープンデータの外

部活用が進んでいる 

・オープンデータ活用

に向けたプロセス（ア

イデアソン・ハッカソ

ン等）が実行されてい

る。 

左記のニーズ把握の結

果、利用者の課題の解

決に向けてデータが適

切に整備されている。 

人材育成／

普及啓発活

動 

省として、人材育成

に必要なサポートや

教育を提供していな

い。 

省内でオープンデータ

化の普及啓発活動及び

人材育成が限定的に実

施されている。 

人材育成や普及啓発

活動等により、省内

全体でオープンデー

タに取り組む体制や

意識が確立されてい

る。 

省として積極的に人材

育成や普及啓発活動を

実施しており、職員が

オープンデータにおけ

る有効性や重要性を理

解している。 

省内の職員全員がオー

プンデータに関する知

識や省としての方針を

理解し、実践してい

る。 

                         
9 データの付帯情報である、データ項目名、データ形式、データ桁数、データ項目の意味等のこと。 
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イ データ連携による新たな価値の創出 

省内及び他の組織との間でデータ連携を実現することで、ワンスオンリー、コ

ネクテッド・ワンストップといった行政サービス改革やＢＰＲ10を通した新たな価

値の創出を目指す。 

データ連携を図るに当たり、環境省保有データの全体像を把握した上で、他の

行政組織や民間企業との連携も視野に入れた、効果的な連携を検討する。 

また、システム新規構築／更改の際は、データ連携の可能性の検討を義務付

け、データの連携を推進する。 

ウ データドリブン11による政策形成 

ＥＢＰＭ12を実現するため、その理論的根拠となるデータを入手しやすい環境を

作ることを目指す。 

環境省における政府情報システムが保有するデータの概要や、データへのアク

セス方法を明確にし、ＥＢＰＭ実施のために必要となるデータに素早くアクセス

できる状態を作る。 

また、政策の効果を検証するため、データを根拠としたＫＰＩ13の設定を推進す

る。 

2) デジタル時代のデータ品質確保 

データ活用が国や組織の成長の鍵となるようなデジタル時代において、利用者

が安心してデータ利活用を進められるよう、データの利用目的に適ったデータ品

質を確保する。 

デジタル時代のデータ品質確保の実現に必要な要素として、次に掲げる事項を

推進するものとする。 

ア データの品質向上 

精度、鮮度、粒度の観点14から、データの利用目的に合った品質を確保し、継続

                         
10 Business Process Reengineering の略。スムーズな業務遂行のため、既存の組

織やビジネスルールを抜本的に見直し、業務プロセス全体の最適化を行うこと。 
11 経験や勘等ではなく、データの分析結果を根拠に判断し実行すること。 
12 Evidence Based Policy Making の略。統計や業務データ等の客観的な証拠に基

づく政策立案のこと。 
13 Key Performance Indicator の略。目標・戦略を実現するために設定した具体的

な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標（業績評価指標：

Performance Indicators）のうち、特に重要なもの。 
14 「データマネジメント概説書（ＪＤＭＣ版）.ver.2.0」（平成 30 年５月 18日）

（ https://japan-dmc.org/?page_id=200 ）では、「データ品質は、蓄積された

データの利用にあたっての信頼性につながるもので、精度、鮮度、粒度の三つの

https://japan-dmc.org/?page_id=200
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的な品質向上を図る。 

環境省所管の政府情報システムが保有するデータ品質を把握し、必要に応じて

データ品質向上に必要となる改善策を立てる。 

イ データの一元管理 

データを持つシステムが部署ごとに分断されてしまい、データの更新情報が連

携されていない状態による運用・保守の非効率等を防ぐため、データの一元管理

を行う。 

データの一元管理を行うに当たり、メタデータ管理を通して環境省所管の政府

情報システムが保有するデータを把握する。その上で、整合性を保つべきデータ

を特定し、マスターデータマネジメント15を通してデータの一元管理を実現する。 

ウ データの標準化 

データの汎用性を高め、内外連携しやすい環境を作るため、極力、国際標準、

政府標準、業界標準16等のデータ標準に準拠する。 

また、環境省で遵守すべき標準化ルールを明示し、遵守を義務付けた上で、標

準化が進んでいない分野については、他の行政組織や業界団体をリードし、標準

化を推進する。 

3) データ活用基盤確立 

「1)データ・エコシステムの実現」及び「2)デジタル時代のデータ品質確保」

を実現するために必要となる環境とその整備・運用の仕組みを企画・導入する。 

4) データマネジメントに係る体制・ルール確立 

「1)データ・エコシステムの実現」及び「2)デジタル時代のデータ品質確保」

の実現に向け、必要となるルールの整備やルールの効果的な運用のために「全省

的な取組」及び「制度やシステムの整備・運用プロジェクト単位での取組」の実

施体制を確立する。 

また、データマネジメントに係るセキュリティ対策については、最新の「環境

                         

面から評価できる。」とされている。その他のデータの評価項目については、別

紙に記載の「データ品質管理ガイドブック（仮）」を参照。 
15 ＭＤＭ（Master Data Management）」と略される。組織で保有する重要なデータ

を一元管理するための包括的な方法を指す。マスターデータマネジメントを実施

することで、データの不整合を排除し、データ品質を維持しやすくする。 
16 例えば、生物多様性情報標準化委員会（Biodiversity Information Standards, 

ＴＤＷＧ）により整備された、Darwin Core(ＤｗＣ)のような生物多様性情報の

ための標準フォーマット（生物多様性データを共有するための項目や語彙を定義

した標準データ形式）を指す。 



 

8 

 

省情報セキュリティポリシー17」を遵守するものとする。 

適用範囲 

データマネジメントポリシーの適用対象は、環境省が所管する行政保有データ

とする。 

現時点で適用対象としていない外部団体（国立環境研究所等）の保有データ等

についても、今後対象とするよう調整を行い、適宜ポリシー適用範囲として追加

する。 

環境省のデータマネジメント方針の適用対象データは以下のとおりとする。 

表 2 方針別対象データ 

対象データ 

 

 

 

 

 

方針 

政府情報システム

のデータベース18

に格納されたデー

タ 

ウェブサイト等に

政府情報システム

のデータベースか

ら派生又は独立し

て公開された機械

判読可能なデータ

等 

左記以外のデータ
19 

環境データ（環境

情報）のオープン

データ化 

対象 対象 対象 

データ連携による

新たな価値の創出 
対象 対象外 対象外 

データドリブンに

よる政策形成 
対象 対象 対象外 

データの品質向上 対象 対象 対象外 

データの一元管理 対象 対象外 対象外 

データの標準化 対象 対象 対象外 

データ活用基盤確

立 
対象 対象 対象外 

データマネジメン

トに係る体制・ル
対象 対象 対象 

                         
17 現在の最新版「環境省情報セキュリティポリシー (第 9版改定版)」（令和２年

11月 12日）については別紙を参照。 
18 環境省データマネジメントポリシーでは、アクセスはデータベースに含むが、エ

クセルはデータベースに含まないものとする。 
19 ＰＤＦ、紙媒体、ドライブ装置から脱着可能な記録メディア、作業用 PC等で管

理しているデータ等。 
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ール確立 

組織体制 

環境省におけるデータマネジメント実施に伴う政府情報システムの整備及び管

理に関する組織体制は、次のとおりとする。 

1) 全体像 

環境省のデータマネジメント体制は、次のとおりとし、組織体制のそれぞれの

機関がデータマネジメントを機能させるための諸活動を行う。 

 

図 1 データマネジメント推進体制図 
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 表 3 データマネジメント推進体制 

担当組織 データマネジメント上の体制 システムの整

備・運用に関す

る体制 

役職等 

役割名称 役割・責任 役割名称 

マネジメ

ント層 

環境省ＣＤＯ（データ

マネジメント責任者） 

・全省的データマネジメント活動の指揮・承認 

・全省データアーキテクト、全省データ利活用業務推進

者の事務の統括 

環境省ＣＩＯ 官房長 

環境省副ＣＤＯ（デー

タマネジメント実施責

任者） 

・データ戦略策定及びデータマネジメント活動の構築と

維持 

・領域間での利害関係の調整 

・領域横断的な視点での整合性確保 

環境省副ＣＩＯ サイバーセキュ

リティ・情報化

審議官 

全省横断 環境省ＣＤＯ補佐官 ・環境省ＣＤＯ及び環境省副ＣＤＯへの助言 環境省ＣＩＯ補

佐官 

府省ＣＩＯ補佐

官 

全省データアーキテク

ト 

・システムデータ管理責任者の名簿の管理 

・全省レベルでのデータ設計最適化 

・各方針に対する全省的な取組の実施 

・制度やシステムの整備・運用プロジェクト単位での取

組状況の把握 

・システムデータ管理責任者からのデータ関連の相談対

応 

環境情報室長、

環境情報室室長

補佐（PMO業務

担当） 

同左 

全省データ利活用業務

推進者 

・制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者の名

簿の管理 

環境情報室室長

補佐（PMO業務担

同左 
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担当組織 データマネジメント上の体制 システムの整

備・運用に関す

る体制 

役職等 

役割名称 役割・責任 役割名称 

・データ利活用を推進する環境の整備 

・全省レベルでのデータ利活用の推進 

・データ利活用実施状況の把握 

・制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者から

のデータ利活用関連の相談対応 

当） 

各部局 

 

制度別データ管理者 ・各制度で保有するデータの方針に沿った取組の指揮 

・各制度で保有するデータのデータ管理者として責任範

囲のデータの定義・維持 

記載なし 各部局課長 

制度別データ取扱責任

者 

・各制度で保有するデータの方針に沿った取組の実施 

・データ利活用要望の吸上げ、反映 

・データ関連課題をシステムデータ管理責任者へ共有 

記載なし 各部局職員 

システムデータ管理責

任者 

・担当システムの方針に沿った取組の実施 

・制度別データ取扱責任者への支援を実施 

・データ関連課題を全省データアーキテクトへ共有 

ＰＪＭＯ20 

（プロジェクト

推進事務局） 

各部局職員 

 

                         
20 プロジェクトを推進する組織のこと。Project Management Officeの略字。 
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2) 体制 

環境省におけるデータマネジメントを機能させるため、環境省ＣＤＯを置くと

ともに、その下に、環境省副ＣＤＯ、環境省ＣＤＯ補佐官、全省データアーキテ

クト、全省データ利活用業務推進者、制度別データ管理者、制度別データ取扱責

任者及びシステムデータ管理責任者を置く。 

ア 環境省ＣＤＯ（データマネジメント責任者） 

環境省ＣＤＯは環境省ＣＩＯ（官房長）が兼任するものとし、「デジタル・ガバ

メント推進標準ガイドライン21」で規定する環境省ＣＩＯの役割に加え、次に掲げ

る事務を行うものとする。 

（1） 全省的データマネジメント活動の指揮・承認。 

（2） 全省データアーキテクト、全省データ利活用業務推進者の事務の統

括。 

イ 環境省副ＣＤＯ（データマネジメント実施責任者） 

環境省副ＣＤＯは環境省副ＣＩＯ（サイバーセキュリティ・情報化審議官）が

兼任するものとし、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」で規定する環

境省副ＣＩＯの役割に加え、次に掲げる事務を行うものとする。 

（1） データ戦略策定及びデータマネジメント活動の構築と維持。 

ウ 環境省ＣＤＯ補佐官 

環境省ＣＤＯ補佐官は環境省ＣＩＯ補佐官が兼任するものとし、「デジタル・ガ

バメント推進標準ガイドライン」で規定する環境省ＣＩＯ補佐官の役割に加え、

次に掲げる事務を行うものとする。 

（1） 環境省ＣＤＯ及び環境省副ＣＤＯへの助言。 

エ 全省データアーキテクト22 

全省データアーキテクトは環境情報室長及び環境情報室室長補佐（PMO業務担

当）が兼任するものとし、システムデータ管理責任者と連携・協力し、データマ

ネジメント業務の支援担当として、次に掲げる機能を担うものとする。 

                         
21 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」（令和２年 11月 27日）につい

ては別紙を参照。政府情報システムの標準的な整備及び管理について、その手

続・手順に関する基本的な方針及び事項並びに政府内の各組織の役割等を定める

体系的な政府共通のルールのこと。標準ガイドラインと略称。 
22 体制については、専門性の高い事業者を調達し、体制に加えることができる。そ

の際、業務範囲、情報管理に関する条件事項等、環境省の実情に応じて、明確に

しておくものとする。 
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a) システムデータ管理責任者の名簿の管理 

全省データアーキテクトは、システムデータ管理責任者を管理するため、シス

テムデータ管理責任者名簿の作成及び更新並びにそれらの手順化を行う機能を担

う。 

b) 全省レベルでのデータ設計最適化 

全省データアーキテクトは、全省レベルでのデータ設計最適化に向け、データ

マネジメントポリシーの策定、ポリシー遵守の推進・モニタリングを行う機能を

担う。 

また、省内のデータ設計最適化を推進するため、データの棚卸として環境省所

管の政府情報システムで保有するデータの把握を行い、その上で、メタデータ一

覧を作成、適宜更新する。 

作成したメタデータ一覧を参考に、データ連携又は一元管理すべきデータを抽

出し、制度別データ管理者、制度別データ取扱責任者及びシステムデータ管理責

任者と協議を行い、データ連携又は一元管理の方針を策定する機能を担う。 

c) 各方針に対する全省的な取組の実施 

全省データアーキテクトは、環境省データマネジメントの方針を実現するため

に策定された施策（「全省的な取組」の項目）を実施する機能を担う。 

d) システムの整備・運用プロジェクト単位での取組状況のモニタリング・評

価 

全省データアーキテクトは、組織体制の各役割が機能し、データマネジメント

が適切に実施されていることを確認するため、データマネジメントの実施状況の

モニタリング・評価を行う機能を担う。 

ただし、オープンデータ化実施状況のモニタリング・評価は、全省データ利活

用業務推進者が実施するものとする。 

e) システムデータ管理責任者からのデータ関連の相談対応 

全省データアーキテクトは、概算要求ヒアリングや予算執行ヒアリングのタイ

ミングで、システムデータ管理責任者が抱えるデータ関連の問題を確認し、必要

となる支援・助言を行うものとする。 

また、システムの整備・運用プロジェクト単位での取組の評価結果をもって、

システムデータ管理責任者へ支援・助言を行うものとする。 
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オ 全省データ利活用業務推進者23 

全省データ利活用業務推進者は環境情報室室長補佐（PMO業務担当）が兼任する

ものとし、制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者と連携・協力し、次

に掲げる機能を担うものとする。 

a) 制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者の名簿の管理 

全省データ利活用業務推進者は、制度別データ管理者及び制度別データ取扱責

任者を管理するため、各制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者名簿の

作成及び更新並びにそれらの手順化を行う機能を担う。 

b) データ利活用を推進する環境の整備 

全省データ利活用業務推進者は、利用者のデータ検索を容易なものとするた

め、環境データ（環境情報）の公開場所を整理した環境データショーケース

（仮）を作成、データモデル24を含む公開データの適宜更新を行う。 

また、ＥＢＰＭ実施に当たり職員の省内データへのアクセスを容易なものとす

るため、省内データアクセスガイド（仮）を作成、適宜更新する。 

利用者ニーズの高いデータについては、Ｗｅｂ－ＡＰＩ25の公開を推進し、将来

的には、省内データを一元化した上で、データ分析を可能とするため、ＤＷＨ26、

ＢＩ27基盤構築の検討を進める機能を担う。 

c) 全省レベルでのデータ利活用の推進 

全省データ利活用業務推進者は、データ利活用を推進する環境を整備した上

で、ＰＪＭＯフォーラム28等を通して、環境データショーケース（仮）、省内デー

                         
23 体制については、専門性の高い事業者を調達し、体制に加えることができる。そ

の際、業務範囲、情報管理に関する条件事項等、環境省の実情に応じて、明確に

しておくものとする。 
24 データベースのデータ項目定義及びデータ構造定義の記述。本文書では特に業務

における用語又は概念との対応を明確にした概念の定義及び関連性を記述したも

のを指す。 
25 ＡＰＩは Application Programming Interface の略。複数のアプリケーション等

を接続（連携）するに当たり、ＡＰＩの提供者とＡＰＩの利用者間のやりとりを

Web上（ＨＴＴＰ／ＨＴＴＰＳベース）で実現するもの。 
26 Data Ware Houseの略。膨大な量のデータを格納するデータベース。データ分析

や意思決定に役立てるため、複数のシステムより必要となるデータを収集し、目

的別に再構成する。 
27 Business Intelligence の略。ＤＷＨに大量のデータを収集、蓄積、分析、報告

することで、迅速な意思決定を助ける技術を指す。 
28 副ＣＩＯ、ＣＩＯ補佐官、ＰＭＯ、ＰＪＭＯで構成され、政府情報システムに関

する勉強会、情報共有、各種取組の啓発、人材育成を実施する場。 
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タアクセスガイド（仮）、Ｗｅｂ－ＡＰＩ利活用の普及啓発活動を行う機能を担

う。 

d) データ利活用実施状況のモニタリング・評価 

全省データ利活用業務推進者は、組織体制の各役割が機能し、データ利活用が

適切に実施されていることを確認するため、オープンデータ化の実施状況のモニ

タリング・評価を行う機能を担う。 

e) 制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者からのデータ利活用関連

の相談対応 

全省データ利活用業務推進者は、制度単位での取組の評価結果をもって、制度

別データ管理者及び制度別データ取扱責任者へ支援・助言を行うものとする。 

カ 制度別データ管理者 

制度別データ管理者は、制度単位での取組の指揮を執る機能を担う。また、各

制度で保有するデータの管理者として責任範囲のデータの定義・維持を行うもの

とする。 

キ 制度別データ取扱責任者 

制度別データ取扱責任者は、制度単位での取組の実施、実施状況の報告、それ

らに伴い発生する課題や要望を全省データ利活用業務推進者へ共有する機能を担

う。 

ク システムデータ管理責任者 

システムデータ管理責任者はＰＪＭＯ（プロジェクト推進事務局）が兼任する

ものとし、システムの整備・運用プロジェクト単位での取組の実施等について、

制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者への支援を行うものとする。ま

た、それらに伴い発生するデータ関連課題を全省データアーキテクトへ共有する

機能を担う。 

3) 会議体 

環境省におけるデータマネジメントを推進するため、情報管理委員会が環境省

におけるデータマネジメント方針、戦略、施策、体制を策定し、推進する機能を

包含するものとする。 

全省的な取組（全省データアーキテクト及び全省データ利活用業務推進者） 

環境省を統括する環境省ＣＤＯ及び環境省副ＣＤＯを中心とした体制におい

て、データマネジメントに係る個々のプロジェクトを、全体的かつ適正に管理す

るための仕組みを組織に組み込み、機能させることによって、データマネジメン

トに係る課題解決のみならず、各組織の政策目的を実現し、個々のプロジェクト



 

16 

 

をマネジメントするだけでは出し得ない価値（便益の実現、リスクの適正化、資

源の適正化）を生み出していくためのものである。運営の事務局は全省データア

ーキテクト及び全省データ利活用業務推進者を中心に行う。 

1) 環境データ（環境情報）利活用の推進 

環境データ（環境情報）利活用の推進として、次に掲げる施策を推進するものと

する。 

ア オープンデータ化の推進 

全省データ利活用業務推進者は、マチュリティモデルを参考に現状のオープン

データ化の推進状況を定期的に確認し、必要に応じて各課室を指導し、次に進む

べきステップを明確に示すものとする。 

また、各課室が、オープンデータ化手順に沿って段階的にオープンデータ化を

実現できるよう、サポートするものとする。 

イ 環境データショーケース（仮）の公開 

全省データ利活用業務推進者は、環境データ（環境情報）の利活用希望者のデ

ータ検索を容易なものとするため、環境データ（環境情報）の公開場所を整理し

た環境データショーケース（仮）を作成、維持管理する。 

環境データショーケース（仮）には、環境省や関連組織が保有するデータセッ

トのリンク先、環境省所管の政府情報システムが保有するデータのデータモデ

ル、データ公開請求窓口の案内等を掲載するものとする。 

環境データショーケース（仮）では、データ利活用希望者がデータ利用の可否

を判断するために必要なメタデータも順次公開することとする。 

ウ 利用者ニーズ、利活用アイデアの収集 

全省データ利活用業務推進者は、データ公開のニーズ把握や国民の役に立つデ

ータ利活用のアイデア募集等イベントの開催に努めるものとする。 

2) システム間データ連携の推進 

全省データアーキテクトは、環境省所管の政府情報システムが保有するデータ

の全体像を把握するためにデータモデルを作成した上で、他の行政機関や民間企

業との連携も視野に入れた、効果的なデータ連携を推進するものとする。データ

連携すべきデータについては、制度別データ管理者、制度別データ取扱責任者及

びシステムデータ管理責任者と協議の上、データ連携の方針を策定する。 

3) ＥＢＰＭの実現に向けた省内データの有効活用 

全省データ利活用業務推進者は、ＥＢＰＭ実施に当たり職員の省内データへの

アクセスを容易なものとするため、環境省所管の政府情報システムで保有するデ

ータの一覧と、それらデータへのアクセス方法（データ保有元、データ入手方法

（入手の可否）、問合せ先等）を整理した省内データアクセスガイド（仮）を作
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成、維持管理するものとする。 

4) データ品質向上の推進 

全省データアーキテクトは、環境省所管の政府情報システムで保有するデータ

の利用目的に合った品質担保を実現するため、環境省デジタル・ガバメント中長

期計画の一環として、制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者に適宜、

品質改善の指導を行い、必要に応じてデータ品質の改善計画作成を支援するもの

とする。 

5) データ一元管理の推進 

全省データアーキテクトは、環境省所管の政府情報システムが保有するデータ

を把握するため、メタデータ管理を通してデータの意味、形式、関連性及び品質

等を明らかにする。 

これらメタデータ情報を参考に整合性を保つべきデータを特定した上で、マス

ターデータマネジメントを通したデータの一元管理の方針を策定するものとす

る。 

システム新規構築／更改の際は、データ一元管理の方針に沿ったデータ設計が

実施されるよう、制度別データ管理者、制度別データ取扱責任者及びシステムデ

ータ管理責任者と協議の上、開発方針を立てるものとする。 

6) データ標準化の推進 

全省データアーキテクトは、環境省が独自で保有する標準化ルールの整備、統

合を行うものとする。 

標準化が進んでいない分野については、他の行政組織や業界団体をリードし、

標準化を推進する。 

また、国や業界団体が規定した既存の標準化ルール（文字環境導入実践ガイド

ブック29、行政基本情報データ連携モデル30、行政サービス・データ連携モデル31、

コード導入実践ガイドブック、ＩＭＩ32共通語彙基盤）の遵守を推進するものとす

る。 

                         
29 「文字環境導入実践ガイドブック」（平成 31年３月 28日）については別紙を参

照。 
30 「行政基本情報データ連携モデル」（令和 2年５月 14日）については別紙を参

照。 
31 「行政サービス・データ連携モデル」（平成 31年３月 28日）については別紙を

参照。 
32 データに用いる用語の表記、意味、構造の共通化を図ることで、オープンデータ

と民間のデータ等、データ間の相互運用性を高めるためのフレームワークのこ

と。 
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7) データ利活用基盤の構築 

全省データ利活用業務推進者は、段階的なデータ利活用基盤の構築、活用を進

めるものとする。 

データ利活用基盤としては、環境データショーケース（仮）とデータカタログ

サイト33を利用した環境データ（環境情報）の公開、Ｗｅｂ－ＡＰＩの公開、省内

データを一元化した上で、データ分析を可能とする、ＤＷＨ、ＢＩ基盤の構築を

想定する。 

8) 全省データマネジメントの運営 

全省データアーキテクトは、データマネジメントポリシーに従い、プロジェク

ト計画書、要件定義書、調達仕様書等の各種雛形を改訂し、それら雛形の利用を

推進するものとする。 

また、制度やシステムの整備・運用プロジェクト単位での取組の実施状況をモ

ニタリング・評価するため、システムデータ管理責任者から、現状分析結果報告

書による報告を収集する。 

データの棚卸では、システムデータ管理責任者から新たに作成したデータベー

ス設計書を収集することで環境省所管の政府情報システムが保有するデータの把

握を行う。 

9) 人材育成・普及啓発活動 

全省データアーキテクトは、データマネジメントに関する方針や、推進に必要

となる知識の提供を継続的に実施するものとする。 

具体的には、ＰＪＭＯフォーラムの参加者を、制度やシステムの整備・運用プ

ロジェクト単位での取組を推進する要員にまで拡大し、データマネジメントの実

施内容の説明、実施結果の共有、内外での事例の紹介、データマネジメントに必

要となるスキルや用語の説明等を行う。 

制度やシステムの整備・運用プロジェクト単位での取組（制度別データ管理者

、制度別データ取扱責任者及びシステムデータ管理責任者） 

制度やシステムの整備・運用プロジェクト単位での取組とは、データを活用す

るプロジェクトの計画、整備、運営、状況把握の一連の活動のことである。 

この活動の目的は、デジタル技術を活用して利用者中心のサービス・業務改革

を推進するため、サービス・業務改革を支えるデータの整備及び管理において、

利用者が実感できる効果を確実に達成することである。 

1) オープンデータ化の実施 

                         
33 各府省の保有データをオープンデータとして利用できる場として、内閣官房情報

通信技術（ＩＴ）総合戦略室による企画・立案の下、総務省行政管理局が運用す

るオープンデータに係る情報ポータルサイト。（ https://www.data.go.jp/ ） 
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段階的なオープンデータ化を実現するため、制度別データ管理者及び制度別デ

ータ取扱責任者は、オープンデータ化手順に沿って、オープンデータ化の方針や

実現時期の検討、ロードマップの作成を行うものとする。そして、作成したロー

ドマップに沿って、オープンデータ化を実施するものとする。オープンデータ化

の実施状況については、全省データ利活用業務推進者と共有する。 

2) データ連携・一元管理・標準化の実施 

制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者は、システムデータ管理責任

者の支援の下、システム新規構築／更改を行う際に、データ連携・一元管理・標

準化の可能性を検討するものとする。 

また、データ連携・一元管理すべきデータについては、全省データアーキテク

トと協議の上、データ連携・一元管理の方針を策定するものとする。 

3) データ品質改善の実施 

制度別データ管理者及び制度別データ取扱責任者は、システムデータ管理責任

者の支援の下、定期的にデータ品質の評価を実施し、その結果に応じてデータ品

質の改善を行うものとする。データ品質の改善策については明文化した上で、全

省データアーキテクトと共有する。 

具体的には、データ品質評価ツール（仮）で保有データの品質を確認した上

で、データ品質管理ガイドブック（仮）を参考にデータ品質の改善を実施するも

のとする。 

4) 取組の状況報告 

システムデータ管理責任者は、定期的に制度やシステムの整備・運用プロジェ

クト単位での取組の実施状況を分析し、現状分析結果報告書を通して全省データ

アーキテクトへ報告するものとする。 

また、データの棚卸しでは、データベース構成に更新が発生した場合は関連ド

キュメントを全省データアーキテクトへ提出するものとする。 

 

附則 

環境省データマネジメントポリシーについては、政府内外のデジタル環境の変

化や、省内の取組状況のフォロー結果を踏まえ、最低でも年１回は見直しを実施

する。ただし、急激な変化等により推進体制内で必要と判断した場合には、適宜

見直しを実施する。 
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別紙 用語定義 

 

用語 意味 

5つ星オープン

データ 

Tim Berners-Lee「5つ星オープンデータ」

（https://5stardata.info/ja/） 

オープンデータの公開レベルをレベル１～レベル５までの５段階

に評価・分類したもの。レベル１では、ＰＤＦ、ＪＰＧのような

オープンライセンスでのデータ公開。レベル２では、ＸＬＳ、Ｄ

ＯＣのようなコンピュータで処理可能な形式でのデータ公開。レ

ベル３では、ＸＭＬ、ＣＳＶのようなオープンに利用できるフォ

ーマットでのデータ公開。レベル４では、ＲＤＦのようなＷｅｂ

標準（ＲＤＦ等）のフォーマットでのデータ公開。レベル５で

は、Linked-RDF等、他へのリンクを入れた形式でのデータ（ＬＯ

Ｄ）公開を指す。 

ＢＩ 
Business Intelligence の略。ＤＷＨに収集、蓄積したデータを

分析、報告することで、迅速な意思決定を助ける技術を指す。 

ＢＰＲ 

Business Process Reengineering の略。スムーズな業務遂行のた

め、既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、業務プロセ

ス全体の最適化を行うこと。 

ＤＷＨ 

Data Ware Houseの略。データを格納するデータベース。データ

分析や意思決定に役立てるため、複数のシステムより必要となる

データを収集し、目的別に再構成する。 

ＥＢＰＭ 
Evidence Based Policy Making の略。統計や業務データ等の客観

的な証拠に基づく政策立案のこと。 

ＩＭＩ共通語彙

基盤 

データに用いる用語の表記、意味、構造の共通化を図ることで、

オープンデータと民間のデータ等、データ間の相互運用性を高め

るためのフレームワークのこと。 

ＫＰＩ 

Key Performance Indicator の略。目標・戦略を実現するために

設定した具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定さ

れる指標（業績評価指標：Performance Indicators）のうち、特

に重要なもの。 

ＰＪＭＯ 
プロジェクト推進組織のこと。Project Management Office の略

字。 

ＰＪＭＯフォー

ラム 

副ＣＩＯ、ＣＩＯ補佐官、ＰＭＯ、ＰＪＭＯで構成され、政府情

報システムに関する勉強会、情報共有、各種取組の啓発、人材育

成を実施する場。 

ＰＭＯ 
府省内全体管理組織のこと。Portfolio Management Office の略

字。 

Ｗｅｂ－ＡＰＩ 
ＡＰＩは Application Programming Interface の略。複数のアプ

リケーション等を接続（連携）するに当たり、ＡＰＩの提供者と

https://5stardata.info/ja/
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用語 意味 

ＡＰＩの利用者間のやりとりを Web上（ＨＴＴＰ／ＨＴＴＰＳベ

ース）で実現するもの。 

オープンデータ 

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民

誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配

布等）できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開され

たデータを指す。①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能

なルールが適用されたもの。②機械判読に適したもの。③無償で

利用できるもの。 

データ・エコシ

ステム 

環境に関するデータを民間含む外部の組織と連携することで、新

たなビジネスモデルの創出を促すために形成された、データ利活

用者の集まりを指す。様々な組織が参加し、データの流通を活性

化することで、環境に関するデータの利活用が促進されることが

期待される。 

データカタログ

サイト 

各府省の保有データをオープンデータとして利用できる場とし

て、内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室による企画・立案

の下、総務省行政管理局が運用するオープンデータに係る情報ポ

ータルサイト。（ https://www.data.go.jp/ ） 

データドリブン 
経験や勘等ではなく、データの分析結果を根拠に判断し実行する

こと。 

データマネジメ

ント 

データを新たなサービスの提供や組織の意思決定へ活用するた

め、データの生成から複製・変更・活用・消去に至る全ライフサ

イクルを通じて品質と信頼性を維持し、利便性を高めること。こ

れらの活動は組織的な取組として、継続的に実施することが求め

られる。 

データモデル 

データベースのデータ項目定義及びデータ構造定義の記述。本文

書では特に業務における用語又は概念との対応を明確にした概念

の定義及び関連性を記述したものを指す。 

デジタル・ガバ

メント推進標準

ガイドライン 

政府情報システムの標準的な整備及び管理について、その手続・

手順に関する基本的な方針及び事項並びに政府内の各組織の役割

等を定める体系的な政府共通のルールのこと。標準ガイドライン

と略称。 

プロジェクト 
特定の対象範囲に対し、特定の目的、目標を実現するために、特

定の期間に実施する作業のまとまりのこと。 

マスターデータ

マネジメント 

ＭＤＭ（Master Data Management）」と略される。組織で保有する

重要なデータを一元管理するための包括的な方法を指す。マスタ

ーデータマネジメントを実施することで、データの不整合を排除

し、データ品質を維持しやすくする。 

マチュリティモ

デル 

成熟度の段階を定義したもの。環境省のオープンデータ化のマチ

ュリティモデルでは、オープンデータ化の成熟度を 5段階評価で
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用語 意味 

表す。 

メタデータ 
データの付帯情報である、データ項目名、データ形式、データ桁

数、データ項目の意味等のこと。 

ワンスオンリー 
民間サービスを含め、複数の手続・サービスがどこからでも又は

1か所で実現するという考え方。 

コネクテッド・

ワンストップ 

民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実

現する。 
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別紙 準拠すべきガイドライン等 

 

No. 分類 ガイドライン名称 該当箇所 準拠の対象 補足 

1 システムの

整備・運用 

デジタル・ガバメント推進標準

ガイドライン 

第３編第２

章、第４章、

第５章、第７

章、第８章 

ＰＪＭＯの「サービス・業務企

画」、「要件定義」、「設計・開

発」、「サービス・業務の運営と改

善」の各業務におけるデータマネ

ジメントの位置付け 

https://cio.go.jp/

guides 

2 デジタル・ガバメント推進標準

ガイドライン解説書 

3 デジタル・ガバメント推進標準

ガイドライン実践ガイドブック 

別紙 現状分

析結果報告書

テンプレート

例 

別紙 機能要

件定義書テン

プレート例 

4 プロジェクト計画書 全体 実施するプロジェクトの目的や内

容 

https://cio.go.jp/

guides 

5 オープンデ

ータ化 

（環境デー

タ利活用の

推進） 

環境省オープンデータ化手順 全体 オープンデータ化の検討手順   

6 オープンデータ基本指針 全体 オープンデータ化に向けた基本的

な考え方 

https://cio.go.jp/

policy-opendata 

7 オープンデータ 2.0～官民一体と

なったデータ流通の促進～ 

全体 オープンデータ化に向けた基本的

な考え方 

8 二次利用の促進のための府省の

データ公開に関する基本的考え

方（ガイドライン） 

全体 オープンデータ化に向けた基本的

な考え方 

https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/policy-opendata
https://cio.go.jp/policy-opendata
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No. 分類 ガイドライン名称 該当箇所 準拠の対象 補足 

9 ＡＰＩ導入実践ガイドブック 全体 オープンデータの際にＡＰＩを導

入する際の手順 

https://cio.go.jp/

guides 

10 ＡＰＩテクニカルガイドブック 全体 オープンデータの際にＡＰＩを導

入する際の手順 

11 システム間

データ連携 

文字環境導入実践ガイドブック 全体 データ連携における文字の取扱い

手順（文字コード、外字等） 

https://cio.go.jp/

guides 

12 行政基本情報データ連携モデル 全体 データ連携における日付、時刻、

住所、ＰＯＩコード等の取扱い

（標準モデル） 

13 行政サービス・データ連携モデ

ル 

全体 データ連携における様式・語彙モ

デル（現時点では調達情報のみ） 

14 ＥＢＰＭ ロジック・モデル作成に当たっ

てのポイント及び工夫点 

全体 ロジック・モデル作成の考え方 https://www.cao.go

.jp/others/kichou/

ebpm/h28_si_chousa

_11.pdf 

15 統計等データの提供等の判断の

ためのガイドライン 

全体 ＥＢＰＭに対してデータを提供す

る側の判断の手順 

https://www.gyouka

ku.go.jp/ebpm/img/

guideline2.pdf 

16 省内データアクセスガイド

（仮） 

全体 省内データへのアクセス方法 FY21 までに作成予定 

17 データ品質 デジタル・ガバメント推進標準

ガイドライン実践ガイドブック 

別紙 現状分

析結果報告書

テンプレート

例 

現状のデータ品質の把握手順 https://cio.go.jp/

guides 

18 データ品質管理ガイドブック 全体 データ品質管理の手順 FY21までに作成予定 

https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/guides
https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/h28_si_chousa_11.pdf
https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/h28_si_chousa_11.pdf
https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/h28_si_chousa_11.pdf
https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/h28_si_chousa_11.pdf
https://www.gyoukaku.go.jp/ebpm/img/guideline2.pdf
https://www.gyoukaku.go.jp/ebpm/img/guideline2.pdf
https://www.gyoukaku.go.jp/ebpm/img/guideline2.pdf
https://cio.go.jp/guides
https://cio.go.jp/guides
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No. 分類 ガイドライン名称 該当箇所 準拠の対象 補足 

19 データ品質評価シート 全体 データ品質の評価 FY21までに作成予定 

20 データ一元

管理 

マスターデータ等基本データ導

入実践ガイドブック 

全体 マスターデータの導入手順 https://cio.go.jp/

guides 

21 データ標準

化 

コード導入実践ガイドブック 全体 コード導入における手順 https://cio.go.jp/

guides 22 文字環境導入実践ガイドブック

（再掲） 

全体 データ連携における文字の取扱い

手順（文字コード、外字等） 

23 行政基本情報データ連携モデル

（再掲） 

全体 データ連携における日付、時刻、

住所、ＰＯＩコード等の取扱い

（標準モデル） 

24 行政サービス・データ連携モデ

ル（再掲） 

全体 データ連携における様式・語彙モ

デル（現時点では調達情報のみ） 

25 その他（デ

ータセキュ

リティ） 

環境省情報セキュリティポリシ

ー 

全体 データマネジメントにおけるセキ

ュリティ上の遵守事項 

https://www.env.go

.jp/other/gyosei-

johoka/sec-

policy/full.pdf 
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